
意見書案第１号 

 

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める 

意見書 

 

我が国のウイルス性肝炎患者は 350万人以上と推定され、その多くは予防接種

時の注射等の使い回しや輸血などの医療行為による感染が原因とされている。 

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、インターフェロン治療や核酸アナ

ログ製剤治療など一定の抗ウイルス療法に限定されているため、医療費助成の

対象から外れている患者が相当数に上っている。特に、肝硬変や肝がん患者に

ついては、就労困難な者も多く、高額な医療費負担により、生活にも支障を来

たしている状況にある。 

また、肝疾患は、身体障害者福祉法上の障害認定の対象とはされているものの、

医学上の認定基準が極めて厳しいため、現行の制度は、ウイルス性肝炎が原因

の肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がある。 

よって、国においては、次の事項について、速やかに実現されるよう強く要望

する。 

 

１ ウイルス性肝硬変や肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。 

２ 身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準を緩和し、患者の実態

に応じた障害者認定制度にすること。 

 

 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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